
 

◎ 木造住宅の耐震改修促進事業のフロー図 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

  

【対象となる住宅】 

湖西市内で昭和５６年５月３１日以前に建築された木造住宅で 

かつ 

現在、主の住宅として生活に使用されている住宅 

建て替え 建て替え・ 

補強工事 

しない 

耐震診断する 耐震診断しない 

耐震性あり 耐震性なし 

※倒壊の危険性あり 

補強工事する 

わが家の専門家診断事業 

木造住宅耐震補強助成事業※1 

（補強計画一体型） 

・取り壊し 

・住み替え（耐震性のある住宅へ） 

防災ベッド 耐震シェルター 

木造住宅除却・移転助成事業 

(除却・移転費助成)※1 

耐震シェルター等 

整備事業※2 

耐震化以外の「命を守る対策」 

耐震化 

木造住宅除却助成事業※1 

自費で「命を守る対策」を実施 

※１ 各助成事業の申請にはそれぞれ条件があるため事前に建築住宅課へご相談ください。 

※２ 耐震新シェルター等整備事業は危機管理課(053-576-4538)へご相談ください。 


